
 

燕市告示第 １３７ 号 

 

 燕市つばめ子育て応援企業の認定に関する要綱（令和2年燕市告示第126号）

の一部を次のように改正する。 

  令和 ７ 年 ３ 月３１日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

第2条に次の1号を加える。  

(4) 国認定制度 厚生労働省におけるえるぼし認定制度、くるみん認定制

度及びユースエール認定制度をいう。 

第3条を次のように改める。  

(認定の種類及び要件) 

第3条 つばめ子育て応援企業の種類及び認定要件は、次のとおりとする。  

(1) つばめ子育て応援企業  市内に事業所を有するパパ・ママ子育て応援

プラス認定企業であること。 

(2) つばめ子育て応援企業プラス  つばめ子育て応援企業のうち、国認定

制度の認定を1つ以上受けていること。  

2 前項の場合において、燕市暴力団排除条例 (平成24年燕市条例第2号)に規

定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものは、

つばめ子育て応援企業の認定の対象としない。 

第4条中「(以下「申請企業」という。)」を削り、同条各号を削り、同条に

次の表を加える。 

認定 添付書類 

つばめ子育て応援企業の認定を受け

ようとする場合 

次に掲げるすべての書類 

(1) ハッピー・パートナー企業登録

証の写し 

(2) ハッピー・パートナー企業登録

等応募用紙の写し 

(3) 会社概要 
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(4) その他市長が必要と認める書類  

つばめ子育て応援企業プラスの認定

を受けようとする場合 

次に掲げるいずれかの書類 

(5) えるぼし認定制度に係る認定証

の写し 

(6) くるみん認定制度に係る認定証

の写し 

(7) ユースエール認定制度に係る認

定証の写し 

(8) その他市長が必要と認める書類  

つばめ子育て応援企業とつばめ子育

て応援企業プラスの両方の認定を受

けようとする場合 

(1)から (4)までの書類及び (5)から

(8)までのうちいずれかの書類  

第5条第1項中「申請企業」を「当該申請をした企業等」に改め、「つばめ

子育て応援企業認定証(様式第2号)」の次に「又はつばめ子育て応援企業プラ

ス認定証(様式第2の2号)」を加える。 

第6条第4項中「したつばめ子育て応援企業認定証 (変更)(様式第5号)」の次

に「又はつばめ子育て応援企業プラス認定証 (変更)(様式第5の2号)」を加え

る。 

第7条第1項中「つばめ子育て応援企業認定証又はつばめ子育て応援企業認

定証(変更)」を「つばめ子育て応援企業認定証、つばめ子育て応援企業プラ

ス認定証、つばめ子育て応援企業認定証 (変更)又はつばめ子育て応援企業プ

ラス認定証(変更)」に改める。  

第10条を次のように改める。  

(取組の報告) 

第10条 認定企業は、市長が別に定める日までに、取組の実施状況を、次に

掲げる書類により市長に報告するものとする。 

(1) 県要綱第6条第1項に定めるハッピー・パートナー企業 (新潟県男女共同

参画推進企業)取組報告書の写し  

(2) 企業PRシート 
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2 市長は、認定企業に対し、前項に定める書類のほか、県要綱の登録及び認

定に係る取組の実施を確認するための資料の提出を求めることができる。  

3 市長は、認定企業に対し、訪問調査等により、随時、取組の実施状況の確

認を行うことができる。 

別表を次のように改める。 

別表(第5条関係) 

区分 認定マーク 

つばめ子育て応援企業 

 

つばめ子育て応援企業プラス 
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様式第1号及び様式第 2号を次のように改める。 

様式第1号(第4条関係) 
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様式第2号(第5条関係) 
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様式第2号の次に次の 1様式を加える。 

様式第2の2号(第5条関係) 
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様式第5号を次のように改める。  

様式第5号(第6条関係) 
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様式第5号の次に次の 1様式を加える。 

様式第5の2号(第6条関係) 
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様式第7号及び様式第 8号を次のように改める。 

様式第7号(第8条関係) 
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様式第8号(第11条関係) 
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   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 


